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衆
議
院
議
員
丸
山
穂
高
君
提
出
日
本
の
通
信
傍
受
対
策
の
強
化
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
丸
山
穂
高
君
提
出
日
本
の
通
信
傍
受
対
策
の
強
化
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
報
道
」
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
る
。
ま
た
、
御
指
摘
の
「
「
ク
リ
プ
ト
Ａ
Ｇ
社
」
の
暗
号
化
装
置
」
の
意

味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
政
府
に
お
い
て
、
「
ク
リ
プ
ト
Ａ
Ｇ
社
」
の
製

品
等
を
使
用
し
た
事
例
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

政
府
に
お
い
て
は
、
量
子
暗
号
通
信
の
導
入
に
係
る
御
指
摘
の
「
具
体
的
な
導
入
方
針
」
を
定
め
た
も
の
は
な
い
。
ま
た
、

お
尋
ね
の
量
子
暗
号
通
信
を
「
政
府
が
導
入
す
る
に
当
た
り
、
外
国
企
業
の
量
子
暗
号
通
信
の
技
術
も
調
達
対
象
と
な
る
の

か
」
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
に
お
い
て
判
断
し
て
い
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

三
の
１
の
ア
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
「
研
究
開
発
予
算
と
し
て
」
計
上
し
た
「
十
七
億
円
」
の
使
途
」
及
び
「
産
学
官
の
総
力
を
挙
げ
た
研
究
開

発
」
に
つ
い
て
は
、
量
子
暗
号
通
信
の
長
距
離
化
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
、
人
工
衛
星
の
搭
載
等
の
実
現
を
図
る
た
め
に
民
間

企
業
等
に
委
託
し
て
研
究
開
発
を
行
う
も
の
で
あ
る
。 



 

２ 

 

 
 

お
尋
ね
の
「
情
報
通
信
研
究
機
構
の
運
営
費
交
付
金
に
よ
る
研
究
開
発
」
に
つ
い
て
は
、
国
立
研
究
開
発
法
人
情
報
通
信

研
究
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
量
子
暗
号
通
信
の
更
な
る
高
度
化
を
実
現
す
る
た
め
の
理
論
研
究
等

の
基
礎
的
な
研
究
開
発
を
行
う
も
の
で
あ
る
。 

 
 

お
尋
ね
の
「
国
際
標
準
化
へ
の
取
組
」
に
つ
い
て
は
、
国
際
電
気
通
信
連
合
電
気
通
信
標
準
化
部
門
等
の
国
際
標
準
化
を

行
っ
て
い
る
国
際
機
関
に
お
い
て
、
我
が
国
の
人
材
が
国
際
標
準
化
の
議
論
に
参
画
し
て
主
導
で
き
る
よ
う
取
り
計
ら
う
こ

と
な
ど
で
あ
る
。 

 
 

お
尋
ね
の
「
政
府
に
お
け
る
先
行
導
入
」
に
つ
い
て
は
、
「
量
子
技
術
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
戦
略
」
（
令
和
二
年
一
月
二
十

一
日
統
合
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
戦
略
推
進
会
議
決
定
）
に
お
い
て
、
「
国
は
、
量
子
暗
号
装
置
を
は
じ
め
、
量
子
技
術
に
関
す

る
先
端
技
術
や
製
品
等
の
先
行
的
な
導
入
・
活
用
を
促
進
」
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

三
の
１
の
イ
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
国
際
的
な
研
究
開
発
ハ
ブ
を
構
築
」
に
つ
い
て
は
、
「
量
子
技
術
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
戦
略
」
に
お
い
て
、

「
二
千
二
十
年
度
か
ら
の
五
年
間
で
「
量
子
技
術
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
拠
点
（
国
際
ハ
ブ
）
」
を
国
内
に
五
拠
点
以
上
、
整
備

・
形
成
」
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
お
り
、
機
構
に
当
該
拠
点
を
整
備
す
る
も
の
で
あ
る
。 



 

３ 

 

 
 

お
尋
ね
の
「
他
省
庁
と
連
携
し
つ
つ
、
政
府
機
関
に
お
い
て
民
間
製
品
の
実
装
実
験
を
行
う
」
に
つ
い
て
は
、
民
間
企
業

が
販
売
し
て
い
る
量
子
暗
号
通
信
装
置
を
調
達
し
、
当
該
装
置
の
安
全
性
や
政
府
機
関
の
業
務
に
必
要
な
通
信
速
度
が
安
定

的
に
得
ら
れ
る
か
な
ど
を
検
証
す
る
も
の
で
あ
る
。 

三
の
１
の
ウ
に
つ
い
て 

 
 

令
和
二
年
度
予
算
に
つ
い
て
は
量
子
暗
号
通
信
に
関
す
る
研
究
開
発
を
行
う
た
め
に
必
要
な
予
算
を
計
上
し
、
令
和
元
年

度
補
正
予
算
に
つ
い
て
は
「
量
子
技
術
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
拠
点
（
国
際
ハ
ブ
）
」
の
整
備
及
び
民
間
企
業
が
販
売
し
て
い
る

量
子
暗
号
通
信
装
置
の
検
証
を
行
う
た
め
に
必
要
な
予
算
を
計
上
し
た
も
の
で
あ
る
。 

三
の
２
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
安
全
保
障
上
機
微
な
量
子
暗
号
通
信
技
術
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い

が
、
外
国
為
替
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
号
）
別
表
の
九
の
項
（
一
）
に
掲
げ
る
技
術
の
う
ち
、
輸
出
貿
易
管

理
令
別
表
第
一
及
び
外
国
為
替
令
別
表
の
規
定
に
基
づ
き
貨
物
又
は
技
術
を
定
め
る
省
令
（
平
成
三
年
通
商
産
業
省
令
第
四

十
九
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
第
二
号
の
二
等
に
規
定
す
る
同
令
第
八
条
第
九
号
ハ
の
「
量
子
暗
号
を
用
い
る
よ
う
に
設
計

し
、
又
は
改
造
し
た
も
の
」
に
該
当
す
る
も
の
の
設
計
又
は
製
造
に
必
要
な
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）
等
の
技
術
に



 

４ 

 

つ
い
て
は
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
等
の
規
定
に
基

づ
き
、
同
技
術
を
特
定
の
外
国
（
以
下
「
特
定
国
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
取
引
を
行
お
う

と
す
る
居
住
者
若
し
く
は
非
居
住
者
又
は
同
技
術
を
特
定
国
の
非
居
住
者
に
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
取
引
を
行
お
う

と
す
る
居
住
者
等
に
対
し
、
経
済
産
業
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
等
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
引

き
続
き
、
同
法
に
基
づ
き
、
厳
格
な
管
理
を
実
施
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
利
点
」
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
衛
星
を
利
用
し
た
長
距
離
間
で
の
高
度
化
し
た
秘
匿
通
信
が
可
能
と
な
る

と
考
え
て
い
る
。 

 
 

お
尋
ね
の
「
想
定
」
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
具
体
的
な
活
用
の
検
討
が
進
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
時
点
に
お
い
て

は
具
体
的
に
お
示
し
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

 


